
　
令
和
５
年
度
の
所
得
証
明
書
、

所
得
・
課
税
証
明
書
お
よ
び
非
課

税
証
明
書
を
６
月
１
日
㈭
か
ら
発

行
し
ま
す
。
必
要
な
証
明
書
の
種

類
を
ご
確
認
の
上
、
申
請
く
だ
さ

い
。

証
明
内
容

・
所
得
証
明
書

　
令
和
４
年
中
の
所
得
金
額

・
所
得
・
課
税
証
明
書
　
　 

　
令
和
４
年
中
の
所
得
金
額
お
よ

　
び
令
和
５
年
度
市
・
県
民
税
の

　
控
除
金
額
、
年
税
額

・
非
課
税
証
明
書

　
令
和
５
年
度
の
市
・
県
民
税
が

非
課
税
で
あ
る
こ
と
の
証
明

　
得
金
額
な
ど
は
表
示
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
非
課
税
者
の
み
の
発

行
で
す
。
︶

　 

税
務
課
︵
☎
内
線 

143
︶

　
令
和
５
年
度
の
市
・
県
民
税

︵
普
通
徴
収
︶
の
納
税
通
知
書
を

６
月
12
日
㈪
に
発
送
し
ま
す
。

　
市
・
県
民
税
は
、
令
和
５
年
１

月
１
日
現
在
市
内
に
お
住
ま
い
の

方
を
対
象
に
、
前
年
︵
令
和
４
年

１
月
か
ら
12
月
︶
の
所
得
に
対
し

て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
に
つ
い
て
は
﹁
６
月
・
８

月
・
10
月
・
令
和
６
年
１
月
﹂
の

４
回
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。
︵
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
的

年
金
の
受
給
者
の
方
で
、
全
額
を

給
与
や
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る

方
は
除
き
ま
す
。
︶

　
納
付
方
法
は
、
右
記
の
期
別
納

付
の
ほ
か
に
、
全
期
前
納
︵
一
括

納
付
︶
も
可
能
で
す
。
︵
口
座
振

替
の
方
は
別
途
手
続
き
が
必
要
で

す
。
︶

　
市
・
県
民
税
は
、
税
金
を
負
担

す
る
能
力
の
あ
る
人
が
同
一
金
額

を
負
担
す
る
﹁
均
等
割
﹂
と
、
所

得
金
額
に
応
じ
て
負
担
す
る
﹁
所

得
割
﹂
で
構
成
さ
れ
、
市
が
税
金

を
計
算
し
て
個
人
に
通
知
し
、
納

付
し
て
い
た
だ
く
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　 

税
務
課
︵
☎
内
線

143
︶

　
令
和
４
年
度
か
ら
、
児
童
手
当

受
給
者
の
一
部
の
方
を
除
き
、
児

童
手
当
現
況
届
の
提
出
が
不
要
で

す
。
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

に
は
、
６
月
初
め
に
個
別
案
内
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
　

　
子
ど
も
家
庭
課
︵
☎
内
線
617
︶

　
現
在
、
所
得
上
限
限
度
額
の
超

過
な
ど
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給

さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
次
の
要
件

に
あ
て
は
ま
る
方
は
、
申
請
に
よ

り
６
月
分
か
ら
児
童
手
当
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者
　
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
方

・
現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い

な
い
方

・
令
和
５
年
度
の
市
県
民
税
通
知

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
得
が

所
得
上
限
限
度
額
を
下
回
る
方

※

﹁
所
得
上
限
限
度
額
﹂
に
つ
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
な
ど
で
ご
確
認
く
だ

　
さ
い
。

申
請
期
限
　
７
月
14
日
㈮
ま
で

※

個
別
案
内
は
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
自
身
で
確
認
い
た
だ
き
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
子
ど
も
家
庭
課
︵
☎
内
線
617
︶

◇
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
料

納
付
通
知
書

　
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
料

納
付
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
世
帯

主
宛
て
に
発
送
し
ま
す
。

・
納
付
方
法
は
納
付
書
も
し
く
は

口
座
振
替
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
は
安
全
便
利
な
口

座
振
替
で

　
通
知
書
に
あ
る
口
座
振
替
依
頼

書
を
、
ご
指
定
い
た
だ
く
金
融
機

関
窓
口
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
が
で
き
ま
す

　
納
付
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
は
納
付
書
裏
面
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

◇
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
を
更

新
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

︵
以
下
、
保
険
証
︶
は
毎
年
８
月

１
日
に
新
し
く
な
り
ま
す
。
新
し

い
保
険
証
を
、
７
月
中
旬
に
書
留

郵
便
に
て
世
帯
主
宛
て
に
発
送
し

ま
す
。
今
お
持
ち
の
保
険
証
は
７

月
31
日
ま
で
破
棄
す
る
こ
と
な
く

ご
使
用
い
た
だ
き
、
８
月
１
日
㈫

以
降
は
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機

関
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　 
市
民
保
険
課
︵
☎
内
線

114
︶
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令
和
５
年
度
　

所
得
証
明
書
等
の
発
行

令
和
５
年
度
　

市
・
県
民
税
︵
普
通
徴
収
︶

児
童
手
当
現
況
届

︵
原
則
不
要
︶

児
童
手
当
の
追
加
申
請

︵
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方
︶

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る

お
知
ら
せ

　
美
し
く
住
み
よ
い
住
環
境
を
実

現
す
る
た
め
、
年
２
回
の
市
内
一

斉
清
掃
活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

第
１
回
実
施
日
　
６
月
11
日
㈰

第
２
回
実
施
日
　
９
月
10
日
㈰

　
地
域
に
よ
り
、
実
施
日
が
異
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
意
事
項

・
作
業
の
際
に
は
、
周
囲
を
よ
く

　
確
認
し
地
域
役
員
の
指
示
に
従

　
い
、
安
全
に
配
慮
し
て
実
施
し

　
ま
し
ょ
う
。

・
刈
草
が
水
路
に
落
ち
て
詰
ま
ら

　
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　 

環
境
政
策
課
︵
☎
内
線

543
︶

　
市
が
管
理
す
る
道
路
・
水
路
を

通
路
な
ど
と
し
て
占
用
す
る
と
き

や
、
個
人
の
費
用
で
工
事
を
行
う

と
き
は
、
事
前
に
許
可
や
承
認
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
道
路
や
水
路
の
機
能
に
支
障
が

な
く
、
か
つ
基
準
に
合
致
し
て
い

る
も
の
に
限
り
、
占
用
の
許
可
や

自
費
工
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
占
用
の
許

可
を
受
け
た
方
は
、
毎
年
の
占
用

料
の
納
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

︿
例
﹀
・
個
人
敷
地
へ
乗
り
入
れ

る
た
め
に
歩
道
の
切
り
下
げ
や
、

縁
石
な
ど
の
取
り
除
き
、
側
溝

に
蓋
す
る
と
き

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　 

管
理
課
︵
☎
内
線

234
︶

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

通
知
は
が
き
が
届
い
て
い
る
方
で
、

ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受

け
取
っ
て
い
な
い
方
は
、
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
申
請
期
限
と
な
る
９

月
末
が
近
づ
く
と
窓
口
の
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
手
続
き

　
市
民
保
険
課
の
ほ
か
、
総
合
事

務
所
・
地
域
事
務
所
で
も
手
続
き

可
能
で
す
。
総
合
事
務
所
・
地
域

事
務
所
で
手
続
き
し
た
場
合
は
、

２
〜
３
週
間
後
に
ご
自
宅
へ
カ
ー

ド
を
送
付
し
ま
す
。

　
平
日
に
受
け
取
り
手
続
き
が
困

難
な
方
は
、
休
日
交
付
窓
口
︵
毎

月
第
４
日
曜
日
︶
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
事
前
予
約
制
の

た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ご
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

　 

市
民
保
険
課
︵
☎
内
線
120
︶

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る

に
は
、
必
ず
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
対
応
機
種
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
ご
自
宅
か
ら
申

し
込
み
で
き
る
ほ
か
、
市
役
所
に

サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。

■
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

　
申
込
サ
ポ
ー
ト
窓
口

と
　
き
　
平
日
９
時
〜
16
時
　

※

混
雑
時
は
早
め
に
受
付
を
締
切

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
　
市
役
所
中
２
階
ロ
ビ
ー

　 

情
報
政
策
課
︵
☎
内
線
685
︶

問
・
申
込

問
・
申
込

　毎年６月１日から６月７日は水道週間です。この機
会に、水道水の大切さに理解を深めてみましょう。
　市では、安心して使用していただける水道水を継続
的に供給していくため、今後も配水管や水道施設の
耐震化を図ってまいります。
　 水道課（☎内線 513）

第65回「水道週間」

水道水 安心・安全 これからも

問

問

問

問

︵
所

有　料　広　告
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